
7 一般会計歳出 第 2 款 14 項 2 目 13 節 (03)900000　その他賃借料

7 一般会計歳出 第 2 款 14 項 3 目 13 節 (03)900000　その他賃借料

中区役所 総務課

１

２

３ ■ 期間

□ 期限 ※詳細は仕様書のとおり

４ □ 確定契約 ■ 概算契約

５ 仕様書のとおり

６ ■ 不要

□ 要 （ 月 日 時 分 場所 ）

７

年度

その他特約事項

現 場 説 明

契 約 概 要

設　　計　　書

件 名

履 行 場 所

又 は 期 限

受付 種　　目　　番　　号

令和

担当者名
たんとうしゃめい

電　　　話 045-224-8118

履 行 期 間

第27回参議院議員通常選挙及び横浜市長選挙に際し、投票所として使用するための

仮設建築物を設置し、賃借人に貸与する。また、使用後の仮設建築物を撤去する。

第27回参議院議員通常選挙及び横浜市長選挙に係る仮設投票所及び仮設トイレの賃借

大通り公園内、牛坂下公園内、根岸森林公園内、吉浜町公園内

契約決定日 から 令和７年９月30日 まで

まで

連絡先

契 約 区 分

番号

令和 年度



８

□ す る （ 回 以 内 ）

■ し な い

※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額
※概算数量の場合は、数量及び金額を（　　　）で囲む。

単位 単価履行予定月

￥

数量

賃 借 料 金 額

内 訳

業務内容

￥

￥

消費税及び地方消費税相当額

賃 借 料

部 分 払

金額



※　概算数量の場合は、数量及び金額を（　）で囲む

小計　①

式

か所

1

か所

式

か所

7

1

1

1 式

5

発生材処分

10 か所

1 式電気設備

諸経費

仮設材

連棟部材費

本体基本料

40W×２×16本他

木幅　幅180cm 手摺付き

式

式

解体費

窓用ブラインド（入口窓を含まない）

7

5

窓ガラス（入口窓を含む）

スロープ

入口窓用カーテン

運搬費

1

3

カラーコーン・バー

建上費

シックハウス対策

25tラフター２日含む

網戸（入口窓を含まない）

内装

2

5

か所4

本体賃借料 ５棟

パーテーション

(円)
形状寸法等 単位数量

玄関庇リース料 (18) 日

摘要

（リース料）

１　大通り公園内仮設投票所

(円)

棟

名称

(18)1馬力1台

５馬力２台

日

(18) 日

(18)

エアコン

エアコン

１式

日

取付・撤去含む　２か所

金額単価

か所

(18) 日

棟

棟

（設置・撤去）



※　概算数量の場合は、数量及び金額を（　）で囲む

日

小運搬 1 式

（土台部分）

網戸（入口窓を含まない） 7 か所

エアコン ２馬力３台 (18) 日

（リース料）

本体賃借料 19.25坪 (18) 日

(18)

床ベニヤ 4mm　雑巾摺含む 19.25 坪

小計　②

1 式

地面養生費 1 式

解体費 1 式

仮設工事 1

仮設材 カラーコーン・バー 1 式

発生材処分費 1 式

施行手間

式

スロープ 木幅　幅180cm 手摺付き 2 か所

電気設備 40W×２×12本他 1 式

運搬費 ２t 1

解体費

諸経費 1 式

窓用ブラインド（入口窓を含まない） 7 か所

入口窓用カーテン 3 か所

パーテーション他 1

（設置・撤去）

エアコン 1馬力1台

19.25 坪

名称 形状寸法等 単位
単価 金額

摘要

建方費

２　牛坂下公園内仮設投票所

数量
(円) (円)

消耗部品費 天井パネル含む

窓ガラス（入口窓を含む） 10 か所

式

式

1 式

1 式



※　概算数量の場合は、数量及び金額を（　）で囲む

4mm 24

（リース料）

本体賃借料 24坪

名称 形状寸法等 単位
単価 金額

摘要
(円) (円)

（設置・撤去）

建方費 24 坪

坪

エアコン 4馬力2台 (18) 日

エアコン 1馬力1台 (18) 日

３　根岸森林公園内仮設投票所

9 か所

入口窓用カーテン 3 か所

(18) 日

窓ガラス（入口窓を含む） 12 か所

網戸（入口窓を含まない） 9 か所

電気設備 40W×２×12本他 1 式

運搬費 レッカー含む 1 式

床ベニヤ

パーテーション他 1 式

スロープ及び架台造作 木幅　幅180cm 手摺付き 2 か所

窓用ブラインド（入口窓を含まない）

解体費 1 式

諸経費 1 式

消耗部品費 天井パネル含む 1 式

カラーコーン・バー 1 式

発生材処分費 1 式

ガードポール塞ぎ キャップ 1 式

（土台部分）

仮設材

施工手間 1 式

H鋼基礎下木製架台造作 材・工とも 1 式

解体費 1 式

小計　③

数量



※　概算数量の場合は、数量及び金額を（　）で囲む

名称 形状寸法等 単位
単価 金額

摘要
(円) (円)

仮設建築物本体賃借料 10棟 (18) 日

玄関庇リース料 取付・撤去含む ２か所 (18) 日

４　吉浜町公園内仮設投票所

（リース料）

パーテーション 7.2ｍ＋片開き戸１か所 (18) 日

簡易洋式トイレ（バリアフリー対応） 汲み取り式大小兼用 １棟 (15) 日 鍵４本

エアコン ５馬力２台 (18) 日

エアコン １馬力１台 (18) 日

本体基本料 10 棟

建上費 10 棟

手洗いユニット パネルハウス+手洗い器 １棟 (15) 日 鍵４本

（設置・撤去）

レベル調整費 10 棟

解体選別費 1 式

解体費 10 棟

連棟部材費 9 か所

窓用ブラインド（入口窓を含まない） 10 か所

入口窓用カーテン 4 か所

窓ガラス（入口窓を含む） 13 か所

網戸（入口窓を含まない） 10 か所

シックハウス対策 1 式

運搬費 25tラフター２日含む 1 式

スロープ 木製　幅180cm 手摺付き 2 か所

電気設備 40W×２×40本他 1 式

排泄物処理 外部処理会社 2 回

諸経費 トラロープ養生他 1 式

仮設材 カラーコーン・バー 1 式

発生材処分 内装 1 式

数量

消費税相当額

合計額

小計　④

賃借料　①＋②＋③＋④



仮設投票所及び仮設トイレ賃貸借仕様書 

 

１ 目的 

本仕様書は、横浜市中区役所（以下「賃借人」という。）が賃貸人に、第 27回参議院議員通常選挙

及び横浜市長選挙の執行に際して必要な仮設投票所及び仮設トイレを賃借するにあたり、必要な事項

を定めるものである。 

なお、契約に関する事務取扱の細目については、本仕様書の各項で定めるほか、賃借人賃貸人協議

の上、別途定めるものとする。 

 

２ 業務の内容 

(1) 賃貸人は、関係法令を遵守の上、仮設投票所を設置し、賃借人に賃貸すること。また、賃貸後は

仮設投票所を撤去すること。なお、設置に必要な仮設投票所の設計（建築確認申請等の仮設投票所

の設置に必要な法令上の手続等）及び工事監理（建築基準法に基づく検査申請手続等）を含むもの

とする。 

(2) 賃貸人は、完成した設計図又は設計図の複製を賃借人に提供すること。 

(3) 賃貸人は、吉浜町公園に仮設トイレを設置し、賃借人に賃貸すること。また、「４ 期間」におけ

る各選挙の使用期間終了後３日以内にし尿収集処理を行い、存続期間終了後に仮設トイレを撤去す

ること。なお、設置に必要な申請手続きや、し尿収集に必要な手続きも賃貸人が全て行うものとす

る。 

(4) 賃貸人は、関係法令を遵守の上、第 27 回参議院議員通常選挙及び横浜市長選挙における仮設投

票所及び仮設トイレの準備業務（以下「業務」という。）の全部を行うこと。 

(5) 賃借人は、前項に掲げる業務について、スケジュール、内容、実施方法等の詳細を賃借人賃貸人

協議の上で決定し、必要に応じて手順書等を作成するものとする。 

(6) 業務の内容、実施方法の変更及び追加等を行う場合は、賃借人賃貸人協議の上、決定するものと

する。 

 

３ 設置場所 

 設置場所 地域指定 

大通り公園 
横浜市中区弥生町３丁目 35 番地の２ 

大通り公園内 

用途地域：商業地域 

防火指定：防火地域 

牛坂下公園 
横浜市中区石川町５丁目 188 番地の１ 

牛坂下公園内 

用途地域：第１種住居地域 

防火指定：準防火地域 

根岸森林公園 
横浜市中区根岸台１番地の２ 

根岸森林公園内 

用途地域：第１種低層住居専用地域 

防火指定：準防火地域 

吉浜町公園 
横浜市中区吉浜町２番地 

吉浜町公園内 

用途地域：商業地域 

防火指定：防火地域 

 

  



４ 期間 

 設置期間 存続期間（使用期間） 撤去期間 

大通り公園 

参議院議員通常選挙 
投票日９日前～４日前 
 
【例】 
令和７年７月 20日投票 

７月 11日(金) 
～７月 16日(水) 

参議院議員通常選挙 
投票日３日前～ 
横浜市長選挙投票日当日 
 
（使用期間） 
各選挙投票日３日前～ 
投票日当日 
 
【例】 
参議院議員通常選挙 
令和７年７月 20日投票 
横浜市長選挙 
令和７年８月３日投票 
７月 17日(木) 

～８月３日(日) 
 

（使用期間） 
 ７月 17日（木） 
～７月 20日（日）及び 

 ７月 31日（木） 
 ～８月３日（日） 

横浜市長選挙 
投票日翌日～４日後 
 
【例】 
令和７年８月３日投票 
８月４日(月) 

～８月７日(木) 
牛坂下公園 

根岸森林公園 

横浜市長選挙 
投票日翌日～３日後 
 
【例】 
令和７年８月３日投票 
８月４日(月) 

～８月６日(水) 

吉浜町公園 

横浜市長選挙 
投票日翌日～４日後 
 
【例】 
令和７年８月３日投票 
８月４日(月) 

～８月７日(木) 

仮設トイレ及び

手洗いユニット 

※吉浜町公園のみ 

参議院議員通常選挙 
投票日９日前～前日 
 
【例】 
令和７年７月 20日投票 

７月 11日(金) 
～７月 19日(土) 

参議院議員通常選挙 
投票日当日～ 
横浜市長選挙投票日当日 
 
（使用期間） 
各選挙投票日当日 
 
【例】 
参議院議員通常選挙 
令和７年７月 20日投票 
横浜市長選挙 
令和７年８月３日投票 
７月 20日(日） 
～８月３日（日） 

（使用期間） 
７月 20日及び８月３日 

横浜市長選挙 
投票日翌日～４日後 
 
【例】 
令和７年８月３日投票 
８月４日(月) 

～８月７日(木) 

 

５ 標準仕様 

 構造 外壁 天井 床 

大通り公園 
ユニットハウス 

鉄骨ラーメン構造 

外 壁 パ ネ ル

t=44 
天井パネル t=30 

カラーコンパネ 

t=12（Ｆ☆☆☆☆） 

根太：C-100×50×20×2.3 

牛坂下公園 
プレハブ 

軽量鉄骨 

ブレース構造 

ＯＳパネル カラー合板 t=2.5 

コンパネ 

t=12（Ｆ☆☆☆） 

根太：90×90/3＠300 

大引：C-75×45×15×2.3＠900 

束：75×75＠900 

束石：150×150×120＠900 

根岸森林公園 

吉浜町公園 
ユニットハウス 

鉄骨ラーメン構造 

外 壁 パ ネ ル 

t=44 
天井パネル t=30 

カラーコンパネ 

t=12（Ｆ☆☆☆☆） 

根太：C-100×50×20×2.3 



６ 寸法 

 全長 全幅 全高 面積 

大通り公園 約 12.1m 約 7.4m 約 2.9m 約 89.6㎡ 

牛坂下公園 約 10.0m 約 6.4m 約 3.9m 約 64.0㎡ 

根岸森林公園 約 10.9m 約 7.3m 約 3.9m 約 79.6㎡ 

吉浜町公園 約 24.2m 約 7.4m 約 2.9m 約 179.1㎡ 

 

７ 電気・照明設備 

 照明 照明用スイッチ 電気コンセント エアコン 換気扇 

大通り公園 

40Ｗ×２ 

20 か所 

各１か所 

10 か所 ３か所 ３か所 

牛坂下公園 

12 か所 ８か所 

４か所 

１か所 

根岸森林公園 

３か所 

吉浜町公園 40 か所 16 か所 ３か所 

 

８ 一般事項 

(1) 入札参加資格については、上記「２ 業務内容」内(１)より、一級又は二級建築士事務所登録を

していることを必須条件とする（登録確認が生じた場合、直ちに国土交通大臣又は都道府県知事が

発行する建築事務所登録許可書又は建築士免許証明書を提示出来るようにしておくこと）。 

(2) 本仕様書に記載していない標準仕様、寸法、電気・照明設備等は別添の設計図を参考とするが、

詳細については相互に協議の上、定めることとする。 

(3) 仮設投票所は、雨漏り厳禁を絶対条件とし、耐震性・防火性に優れ、すきま風が入ったり、床が

抜けたりしないようにすること。また、柱を室内（壁部分を除く）に設置しないこととする。 

(4) 仮設投票所の床については耐水性があり、水に濡れても滑りにくい材質を使用すること。 

(5) 仮設投票所には出入口を２か所以上設け、１本の鍵で全ての出入口の施錠・開錠が可能であるも

のとする。鍵については、施錠した上で設置期間最終日の午後５時までに各４本ずつ賃借人に持参

し、貸与すること。 

(6) 仮設投票所の室内及び出入口に照明を設けること。室内照明は夜間においても十分な明るさを確

保できるものとすること。 

(7) 仮設投票所の出入口の上に出入口と同じ横幅で 60cm 程度の長さの庇を設置すること。 

(8) 仮設投票所の出入口に出入口と同じ横幅の段差是正スロープを設置すること。段差是正スロープ

の勾配は建築基準法施工令第 26 条に則り、８分の１から 12分の１の間とすること。また、両端に

転落防止用の縁及び手すりを付けるとともに、滑り止めをすること。出入口の敷居部分については、

利用者がつまずくことがないような対策を講じること。段差是正スロープを設置することが不可能

な場合は、手すり付きの階段を設置すること。 

(9) 仮設投票所の出入口及び窓は、引違い形式とすること。また、窓については、出入口を含めいず

れの窓も外から室内が見えないような対策（曇りガラスにする等）を講じると共に、網戸を設置す

ること。 

(10) 仮設投票所内にはパーテーションで区切った倉庫を設置すること。倉庫には扉を設置し、施錠で

きるようにすること。また、エアコンのうち１台は倉庫内に備え付けること。 

(11) シックハウス症候群及び化学物質過敏症対策として、横浜市建築物シックハウス対策ガイドライ

ンに則り、ＪＩＳ・ＪＡＳのＦ☆☆☆☆の建材か国土交通省告示第 1113号から第 1115 号で定める

建材（又は規制対象外の建材）を使用し、機械換気設備等を設置すること（建築基準法第 28 条の

２、建築基準法施行令第 20条の４～20条の７）。 



(12) 仮設投票所の準備中は一般市民が立ち入らないよう、バリケード及び虎テープ等により工事箇所

を明確に区分すること。また、「仮設投票所準備中」、会社名、現場責任者名を明示した看板を作成

し現場に掲示すること。 

(13) 電気備設置後に必ず通電状態などを確認すること。仮設投票所内の照明・エアコン・換気扇に加

えパソコンなどを同時に使用できるようにすること。 

(14) 仮設投票所の設置が完了したときは、各所の使用方法及び使用上の注意事項並びに設備について

賃借人の担当者に説明すること。 

(15) 設営・撤去後に設置場所付近の整理清掃を行い、ねじ・釘等の残材はすべて持ち帰ること。その

際、設営・撤去後の設営場所の写真を撮影し、報告書とともに賃借人に提出し、完了報告を行うこ

と。また、設置等にあたり、舗装・施設・公園内地面・樹木等を傷つけることがないよう十分注意

し、万が一破損した場合は賃借人に報告し、現状復帰を行うこと。 

 (16) 解体工事終了後には建設リサイクル法に基づいて使用した説明書および分別解体に係る再資源

化等報告書を賃借人に提出すること。 

(17) 賃借人が建築物利用時に支障が出ないよう、部屋内に建材による粉塵や木片が舞うことのないよ

うに建設するものとし、もしこれが発生する場合は、投票日までに賃貸人が措置を講ずること。 

(18) エアコンについては、排水が建設物入口方向に流れない措置を講ずること。 

(19) 公園内の車両通行にあたっては、事前に公園管理者への車両番号の申請が必要となるため、賃貸

人は賃借人に少なくとも 10日前までにこれを伝達するものとする。 

(20) 公園内の車止めを外して車両の通行が必要となる際は、車両通行後直ちに通行前の状態に戻すこ

と。また、車止めを外したままでの作業が必要となる場合には、車止め撤去後の陥没部に通行人が

立ち入らぬよう人員を配置しカラーコーン等を設置すること。 

(21) 各仮設投票所の設置前・設置中・撤去後の写真をとり、撤去完了後３日以内に賃借人に提出する

こと。 

(22) 仮設トイレは、大小別のポンプ式汲み取り型で外部タンクに貯水する洋式タイプとする。設置後、

タンクには水を貯めておくこと。 

(23) 手洗いユニットは、タンク貯水式とする。設置後、タンクには水を貯めておくこと。 

(24) 使用期間開始時間及び使用期間中にタンクの水が不足した場合は、直ちに補充できる体制を整え

ておくこと。 

(25) 仮設トイレ及び手洗いユニットには、それぞれ鍵を取り付け施錠できるようにすること。 

(26) 仮設トイレ及び手洗いユニットの鍵は、設置期間最終日（投票日前日）の午後１時までに賃借人

の担当者に持参のこと。鍵はそれぞれ４本ずつ用意すること。 

(27) し尿処理手配及びそれにかかる費用は契約金額に含む。 

(28) 仮設トイレ引き渡しまでは、トラロープ等で仮設トイレを固定、閉め切り、第三者にトイレが利

用されないようにすること。 

 

９ 義務と責任 

(1) 賃借人 

ア 賃借人は、業務のために必要な情報をあらかじめ賃貸人に提供するほか、適宜又は賃貸人との

協議により必要な情報を賃貸人に提供する。 

イ 賃借人は、本仕様書の情報に変更が生じる場合は、賃貸人に対してその情報を提供しなければ

ならない。 

(2) 賃貸人 

賃貸人は、仮設投票所の設置から撤去まで、法令に基づき適正に処理する責任を負う。この間に

発生した事故については、その原因が賃借人の責に帰すべき場合を除き、賃貸人が責任を負う。 

 

 

 

 



10 資料等の貸与・保管・返却・廃棄 

(1) 賃借人は、業務にあたり必要な資料等を賃貸人に貸与し、また業務に必要な情報を告知するもの

とする。 

(2) 賃貸人は、賃借人より貸与された資料等を善良な管理者の注意をもって保管・管理し、本仕様に

基づく業務遂行以外の目的に使用しないものとする。 

(3) 賃貸人は、賃借人より貸与された資料等を本仕様に基づく業務遂行以外の目的に複写・複製・編

集等を行わないものとする。 

(4) 賃貸人は、賃借人より貸与された資料等について、賃借人の指示により、返却又は廃棄するもの

とする。 

 

11 秘密保持 

賃借人及び賃貸人は、業務遂行上知りえた秘密情報の秘密を遵守せしめるものとし、業務中のみな

らず、業務終了後も相手方の事前の承諾を得ることなく、第三者に開示・漏洩しないものとする。 

 

12 事故処理 

業務の遂行に支障をきたすおそれのある事態が生じた場合は、速やかに相手方に連絡するとともに、

賃借人賃貸人協議の上、対応するものとする。 

 

13 協議事項 

賃借人及び賃貸人は、本仕様に定めのない事項が生じたとき、又は本仕様の条項の解釈について疑

義が生じたときは、相互に協議の上、解決を図るものとする。 

 

14 特記事項 

(1) 契約の定め又は法令の規定等によりこの契約を解除する場合であって、この契約に基づき賃借人

に賃貸する仮設投票所及び仮設トイレの設置を賃貸人が完了していないときは、賃貸人の責任で設

置及び撤去を完了するものとする。 

(2) 本契約については、横浜市賃貸借契約約款及び仮設建物等の設置に関する約款に基づくものとす

る。 

(3) 契約金額には、業務遂行に際し発生する経費（電源に関する電力会社への手続費用及び賃貸借期

間中に使用した電気料金の光熱水費なども含めた一切）を含むこととする。 

(4) 工事・運搬車を駐車しておく必要が生じる場合は、道路占用許可及び使用許可を取ること。 

 (5) 設置及び撤去の完了期日は厳守すること（ただし、自然災害や予期することができない特別な状 

態が生じた時はただちに賃借人へ報告し、別途協議を行うこと。それ以外の雨天等による工事遅延

は認めない）。 

 (6) 賃貸借期間中に仮設投票所もしくは仮設トイレの修繕等が必要になった場合は、賃借人の指示

に従い直ちに対応できる体制を整えること。 

(7) 牛坂下公園については、公園内での移動等円滑化経路を確保するため、建築物の脇に 1400mm 幅

以上ある通路を設けること。 

(8) 牛坂下公園及び吉浜町公園については、仮設投票所及び仮設トイレの設置及び撤去による公園内

地面の損傷を防ぐため、公園入口から作業車両が通行する部分について地面を養生し保護すること。 

(9) 牛坂下公園及び吉浜町公園については、事前に賃貸人は賃借人に作業予定期間（設置・撤去）を

申し出ること。また、その期間中は、開園時間（９時から 17時まで）に合わせて公園入口の鍵の解

錠・施錠管理を確実に行うとともに、開園時間以外で一般利用客の出入りができないようにするこ

と。賃借人は、賃貸人の申し出のあった期間における当該公園の鍵の管理について所管部署と調整

し、賃貸人に公園の鍵を貸し出すこととする。 

(10) 根岸森林公園については、公園内での移動等円滑化経路を確保するため、敷地入口に 1400mm幅

以上を確保すること。また、それに伴い鉄柵(バリカー)等を引き抜く際は、それによりできた穴を

キャップ等でふさげるようにし、安全を確保すること。 














































